




3（出典）⽇本労働組合総連合会「春季⽣活闘争回答集計結果について」

賃上げ︓3３年ぶりの⽔準の継続

※１︓調査対象は、連合加盟企業の組合。「中⼩組合」は、組合員数300⼈未満の組合。
※２︓賞与等を含まない⽉例賃⾦ベース。平均賃⾦⽅式（集計組合員数による加重平均）の集計。
※３︓1990年〜2024年については最終集計結果、2025年については第６回回答集計結果であり、今後数字が変動する可能性がある。

 2024年の春季労使交渉賃上げ率（最終集計結果）は5.10％と、1993年以来33年ぶりの5％超えとなる⾼い伸び。

 2025年の春季労使交渉賃上げ率（最終集計結果）は、5.25％（中⼩組合は4.65％）。
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⾜下の賃上げの状況

経常利益（前年同期⽐）

25年4-6⽉期
製造業は11.5%減

（資料）財務省「法⼈企業統計調査」より経済産業省作成

売上⾼（前年同期⽐）

（資料）厚⽣労働省「毎⽉勤労統計調査」2025年11⽉6⽇公表（速報値）

名⽬賃⾦と実質賃⾦（現⾦給与総額）
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実質賃⾦
（消費者物価（持家の帰属家賃を除く総合）で実質化）

実質賃⾦
（消費者物価（総合）で実質化）
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 様々な経済環境もあり、実質賃⾦がプラスにはなっていない。

 また、⾜下の名⽬賃⾦の伸び率は低下傾向を⽰しており、25年8⽉時点では1.3%にとどまる（前年同時期は2.8%）。

 さらに、⽶国関税の影響もあり製造業中⼼に業績悪化が懸念され、経常利益は前年同期⽐で11.5％減。











https://yorozu.smrj.go.jp/base/












（参考）労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針
労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双⽅の⽴場の⾏動指針として、
令和5年11⽉29⽇に内閣官房と公正取引委員会が策定。

発注者として採るべき⾏動／求められる⾏動

⾏動①︓本社（経営トップ）の関与

⾏動②︓発注者側からの定期的な協議の実施

⾏動③︓説明・資料を求める場合は公表資料とする
こと

⾏動④︓サプライチェーン全体での適切な価格転嫁
を⾏うこと

⾏動⑤︓要請があれば協議のテーブルにつくこと

⾏動⑥︓必要に応じ考え⽅を提案すること

受注者として採るべき⾏動／求められる⾏動

⾏動①︓相談窓⼝の活⽤

⾏動②︓根拠とする資料

⾏動③︓値上げ要請のタイミング

⾏動④︓発注者から価格を提⽰されるのを待たずに
⾃ら希望する額を提⽰

発注者・受注者の双⽅が採るべき⾏動／求められる⾏動

⾏動①︓定期的なコミュニケーション

⾏動②︓交渉記録の作成、発注者と受注者の双⽅での
保管
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